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企業型年金の加入者であった者（未移換者）が企業型年金において脱退一時金を請求する場合の事務手

続きについて説明します。 

 

（１）概要 

６０歳未満の退職等により企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失（資格喪失年齢が６０歳超となっ

ている場合、６０歳以降～資格喪失年齢未満での退職以外の資格喪失）すると、それまで加入していた

企業型確定拠出年金プランの加入者ではなくなるため（「未移換者」となります）、それまで拠出・運用し

てきた資産は、「次の確定拠出年金制度（企業型または個人型）」へ移換する必要があります。 

しかし、例外として、一定の支給要件を満たす場合、脱退一時金の請求をすることが可能です。脱退一

時金の請求には「加入していた企業型確定拠出年金から脱退一時金を請求する方法」と「移換先の個

人型確定拠出年金から脱退一時金を請求する方法」の２つの方法があり、支給要件・必要書類等がそ

れぞれ異なります。 

事業主経由で書類を提出するのは前者の「加入していた企業型確定拠出年金から脱退一時金を請求

する方法」の場合になります。ここでは、「加入していた企業型確定拠出年金から脱退一時金を請求す

る方法」について説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①加入していた企業型確定拠出年金から脱退一時金を請求する場合の支給要件 

ａ. 他の確定拠出年金制度の加入者および運用指図者になる手続きをしていないこと。 

ｂ. 請求日※の前月末個人別管理資産額が１５，０００円以下であること。 

c. 企業型の加入者資格喪失日の翌月から６ヶ月を経過していないこと。 

※請求日・・・弊社が不備のない裁定請求書類を受付けた日（「裁定請求日」といいます。） 

弊社への書類発送タイミングによって、あるいは受付書類に不備があって一旦返却になった場合に

ついては、月を跨ぐことになる場合があります。そのときは、資産の算定基準日（前月末日）が変わり、

前月末個人別管理資産額も変わることがありますので、ご留意ください。 
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・ 脱退一時金の請求が可能な場合であっても、脱退一時金の請求をせずに、個人型または企業型確

定拠出年金へ資産を移すことも可能です。パンフレット「確定拠出年金（DC）退職後の手続きのご案

内（60 歳未満でご退職された皆様へ）」を使って加入者本人へ説明し、選択してもらってください。 

・ 資格喪失した翌月から６ヶ月以内に「次の確定拠出年金制度」へ移換する手続きまたは脱退一時金

の請求手続きを行わなかった場合、資産は自動的に売却、現金化され、国民年金基金連合会に移

換されることになります。この場合、各種の制約があるうえ、手数料も必要となります。 

・ 脱退一時金を請求する場合は、請求可能な期限内に不備のない書類を弊社で受付けることが必要

です。一旦提出した書類に記入もれ等の不備があっても請求期限内に解決ができるよう、余裕をもっ

て提出してください。 

注意 
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②給付裁定時の判定資産額の算出方法 

以下の算式にて算出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資産額の算出に関する補足事項】 

a．裁定請求処理時点で未入金がある場合 

ＮＲＫでは入金予定額での判定は行わず、以下のとおり実際の入金を待って判定を行います。なお、

未入金額を待って判定する場合の判定資産額は、発注金額（商品購入金額）を加算した額となりま

す。 

掛金・・・最終掛金の入金を待ってから資産額の判定を行います。 

制度移換金・・・事業主において実施している企業年金制度または退職手当制度からの移換金のこ

とで、「三井住友信託ＤＣサポーター」の「加入者情報 資格喪失」の「基金・ＤＢ移換金入金予定」の

登録、「加入者資格喪失通知書」の「制度移換金入金予定有」欄の記入（厚生年金基金等の解散以

外）がされている場合は、制度移換金の入金を待ってから資産額の判定を行います。 

＜給付裁定時の判定資産額の算出方法＞ 

以下の（a）～（ｄ）の合計額から（ｅ）を減算した額となります。 

（ａ）裁定請求日の前月末個人別管理資産額 

（ｂ）前月末時点で未入金の「掛金」（実際に入金される額） 

（ｃ）前月末時点で未入金の「制度移換金」（実際に入金される額） 

（ｄ）前月末時点で未入金の「移換金」（実際に入金される額） 

（ｅ）事業主返還資産額 

  （ａ）＋（ｂ）＋（ｃ）＋（ｄ）-（ｅ）≦１５，０００円   

※後述の脱退一時金判定予定額照会の金額とは必ずしも一致しません。 

 

請求日の前月末個人別管理資産額（目安）の確認方法 

支給要件の判定に使用する資産額の目安（参考値）は、「三井住友信託ライフガイド」からＮＲＫのＷｅｂ

画面（脱退一時金判定予定額照会）にアクセスするか、「三井住友信託確定拠出年金コールサービス」

へ照会することで確認可能です。裁定請求の前に必ず照会するよう本人へ説明してください。なお、脱

退一時金判定予定額照会はあくまでも目安であり、照会タイミングによって、入金予定額が反映してい

ない場合や移換金等を予定額で加算している場合もあり、実際の金額とは異なることがありますので、

予めご了承ください。 

※「脱退一時金判定予定額照会」の照会方法、画面の見方については、「加入者ハンドブック（本編）」

を参照してください。 

「加入者資格喪失」の処理がＮＲＫで完了していない場合、「脱退一時金判定予定額照会」を行う

ことはできません。遅滞なく加入者資格喪失の手続きを行ってください。 

注意 

✍ 
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移換金・・・・他の確定拠出年金制度からの移換金および確定給付企業年金等からの脱退一時金相当額

の移換金のことで、その入金を待ってから資産額の判定を行います。裁定請求日（弊社が不備のない書

類を受付した日）から２ヶ月経過しても移換金の入金がない場合、移換元のレコード・キーピング会社に確

認し、入金の見込みが明確でない場合には、「裁定不可」として提出書類を一旦事業主へ返却します。請

求者本人へ書類返却をしてください。 

 

ｂ．事業主返還資産額について 

以下のア・イの何れか低い額となります。 

ア．事業主掛金にかかる前月末個人別管理資産額＋前月末時点で未入金の事業主掛金 

イ．前月末までの事業主掛金の累計額＋前月末時点で未入金の事業主掛金 

※アの計算では、事業主掛金以外（例えば移換金）にかかる個人別管理資産および未払

いの事務費があれば除きます。 

※イの計算において、マッチング拠出を導入している場合は、掛金累計額（事業主掛金

累計額＋加入者掛金累計額）を按分計算し、事業主掛金相当額を返還します。 

 

 

c．資産取崩手数料、掛金返戻金額について 

以下の額は判定時の資産額から控除(減算)しないで判定を行います。 

・裁定請求日の前月末日時点で未控除の資産取崩手数料、および掛金返戻金額 

 

③裁定不支給の場合の自動移換期限について 

裁定結果が不支給となった場合、裁定請求日から裁定終了日までの期間(月単位)は、自動移換の対象と

なる期限（資格喪失日の翌月から６ヶ月）には含まれません。 

〈例〉  資格喪失日・・・７月１０日 

裁定請求日・・・８月３０日 

裁定終了日・・・９月 ５日 

この場合、８月・９月の２カ月は自動移換期限を計算する際の６ヵ月にカウントされませんので、自動移換

の対象となる期限は、翌年１月３１日から２ヶ月延長され、３月３１日になります。 

 

・ 加入者の資格喪失時に誤って制度移換金の「入金予定あり」の登録をすると、給付裁定の処理に支

障が生じる場合があります。加入者資格喪失者について、解散厚生年金基金等からの入金予定が

ある場合は、事前に確定拠出年金管理部事務担当者へ相談してください。 

・ 解散厚生年金基金等からの入金予定があり、長期間にわたり入金を待つ可能性がある場合、一旦

裁定請求書を返却します。制度移換金の入金後、再度Ｗｅｂ・「三井住友信託確定拠出年金コールサ

ービス」で判定予定額を確認のうえ、再度裁定請求を行うよう請求者本人へ説明してください。 

注意 
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（２） 事務手続きの流れ 

 

  事業主は、当月の資格喪失者を確認し、加入者資格喪失の手続きをしま

す。（詳細は、「第Ⅳ章２－９．資格喪失」を参照してください。） 

 

※加入者資格喪失の手続きが行われていないと、以下の「３」の「脱退一

時金判定予定額照会」を行うことができません。遅滞なく手続きを行っ

てください。 

 

※制度移換金を分割移換中の場合は、「制度移換金通知書（ID 

34001）」を提出し、最終回までの制度移換金を資格喪失日の翌月末

までに一括で入金してください。 

 

  ・６０歳未満で退職した加入者資格喪失者（資格喪失年齢が６０歳超とな

っている場合、６０歳以降～資格喪失年齢未満での退職以外の資格喪

失者）に対し、「確定拠出年金（DC）退職後の手続きのご案内（60 歳未満

でご退職された皆様へ）」のパンフレット（PDF）を使って移換手続き等の

説明をします。 

 

・企業型からの脱退一時金の請求を希望する場合は、前述の「（１）①の

支給要件 ａ・c 」の 2 つを満たしていることを確認のうえ、請求者本人が

「脱退一時金判定予定額照会」を行うよう説明します。照会後、必要書類

を提出するよう案内し、以下の書類を配布します。 

帳    票 

「裁定請求書（一時金）（ID 32001）」 

 

※脱退一時金支給までには、弊社が不備のない書類を受付けてから１～

２ヶ月程度かかることを説明してください。（掛金や移換金等が未入金

の場合は、支給までにさらに時間がかかることがあります。） 

 

  企業型からの脱退一時金の請求をする場合は、前述の「（１）①支給要

件」の１つである「ｂ」を満たしているか確認するため「三井住友信託ライフ

ガイド」からＮＲＫのＷｅｂ画面へアクセスし、あるいは「三井住友信託確定

拠出年金コールサービス」を利用して「脱退一時金判定予定額照会」を

行います。 

※脱退一時金判定予定額照会を行うためには、ユーザーＩＤ・暗証番号

が必要です。 

※脱退一時金判定予定額照会は、目安（参考値）であり、実際の金額と

は異なることがあります。 

 

＜１.事業主＞ 

資格喪失手続き 

＜２.事業主＞ 

資格喪失者へ手続き 

説明 

＜３.受給権者＞ 

判定予定額照会 

 

裁定不支給により、自動移換期限が延長された場合であっても、企業型で脱退一時金の裁定請求可能

な期限は、加入者資格喪失日の翌月から起算して６ヶ月以内となります。（前述の「①支給要件 ｃ 」の期

間は延長されません。） 

注意 
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 請求者は、事業主から配布を受けた下記帳票に記入・押印のうえ、必要

書類を添付して事業主へ提出します。 
 

帳    票 

「裁定請求書（一時金）（ID 32001）」 

  事業主は、請求者より提出のあった書類の内容を確認のうえ、「裁定関係

書類 企業型送付状（ID 40036）」を作成し、「裁定請求書（一時金）（ID 

32001）」と必要書類をセットして弊社へ送付します。（送付方法の詳細

は、｢第Ⅰ章 ４．帳票送付｣を参照してください。） 

 

 

 

 

 

 弊社にて所定の確認を行った後、裁定請求日を記入し、ＮＲＫへ送付し

ます。 

 

 

  ＮＲＫでは、提出書類の内容を点検し、裁定を行います。脱退一時金の

支給が可能であるときは、下記帳票を作成し、受給権者宛（登録の住所

宛）に送付します。 

還 元 帳 票 

「脱退一時金決定通知書（ID LPBX0023）」 

 

※提出書類に記入もれ・必要書類の不足等の不備があった場合は、弊

社より事業主へ連絡および書類返却をします。事業主は、請求者本人

へ連絡のうえ、不備解決後、書類を再提出してください。 

 

※支給要件を満たしていないために「脱退一時金不支給」となった場合

は、弊社より事業主へ連絡および書類返却をしますので、請求者本人

へ説明および書類返却をしてください。 

 

  上記のお知らせが送付され、指定した口座に脱退一時金が送金されま

す。 

 

 

 

 
 

事業主返還資産額がある場合は、事業主返還処理日の翌月月初に他の返還資産額と合算して事業主

の指定口座へ送金します。送金のお知らせとして「事業主返還のお知らせ（LPBＥ 0019）」をＮＲＫより事

業主宛に送付します。 

＜６.弊社＞ 

確認及び送付 

＜７.ＮＲＫ＞ 

手続き 

＜４.受給権者＞ 

裁定請求 

＜５.事業主＞ 

書類の内容確認・送付 

☛参考 

＜８. 受給権者＞ 

お知らせの受領・ 

脱退一時金の受給 
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（３）提出書類  

提 出 書 類 注  意  事  項 

「裁定請求書（一時金） (ID 32001)」 単式帳票（Ｅｘｃｅｌ版）のためお手元に控えが必要な場合

は、コピー（またはＰＤＦ保管等）を取っていただくようお

願いいたします。 

※裁定事由は「脱退一時金」になります。 

受給権者の印鑑証明書＊【原本】 裁定請求日（弊社が不備のない書類を受付した日）時点

で発行日より３ヶ月以内のもの。 

※ＮＲＫ登録の住所が印鑑証明書に記載されている住 

所と異なる場合は、事業主が「三井住友信託 DC サポ 

ーター」で住所変更の手続きをするか、「裁定請求書 

（一時金）」の「企業/受付金融機関特記欄」に本人ま 

たは事業主が「住所変更あり」と記入のうえ、提出してく 

ださい。 

※非居住者の場合は、大使館で発行される「サイン（拇

印）証明書」となります。（国により様式が異なるため、

照会してください。） 

＜障害等によって本人が記入できない場合＞ 

記入者の印鑑証明書、戸籍謄(抄)本 

【原本】 

※ 記入者と請求者の関係によって、別途書類

の提出を求める場合があります。 

本人以外の方が裁定請求書等を記入する場合は、記入

者との関係を証明する書類が必要です。該当者がいる場

合は、確定拠出年金管理部事務担当者へ相談してくだ

さい。 

＊企業型の脱退一時金については、以下のいずれかの書類を「印鑑証明書」の代替とすることが可能です。 

ただし、氏名・住所・生年月日が正しく記載され、裁定請求書および登録内容と一致していることが必要で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「健康保険証のコピー」は代替書類には含まれていませんので、注意してください。 

・ 書類の有効期限については、「弊社が不備のない書類を受付けた日」時点で確認することになりま

す。 

一旦記載もれ等の不備により書類を返却した場合は、再度弊社が受付けた日時点で所定の期限内

であることが必要です。有効期限を確認のうえ、提出してください。 

・  本人が記入できず、本人以外の方が裁定請求書等を記入した場合には、印鑑証明書の代替書類に

よる対応はできません。記入者の印鑑証明書が必要になりますのでご注意ください。 

注意 

 「印鑑証明書」の代替書類 

・住民票（３ヶ月以内の原本） 

・戸籍謄本・抄本（住所の確認のため戸籍の附表がついた３ヶ月以内の原本） 

・在留カードのコピー（有効期限内） 

・運転免許証のコピー（有効期限内。新住所が裏面に記載されているときは裏面コピーも必要。） 

・パスポートのコピー（有効期限内。住所については、所持人記入欄の現住所記入が必要。） 

・個人番号カードの表面 （有効期限内。裏面は不要。） 

・特別永住者証明書のコピー（有効期限内） 

・写真付住民基本台帳カードのコピー（有効期限内） 

・運転経歴証明書のコピー（平成２４年４月１日以降発行のものに限る） 
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【上記で①を選択した場合】 

ａ．帳票の入手方法について 

帳票の入手方法には、以下の２種類があります。 

ア．三井住友信託ライフガイドから 15,000 円以下脱退一時金の請求書類をダウンロードする 

①三井住友信託ライフガイドにアクセス→ 

よくあるご質問（ＮＲＫサービスをご利用のお客様）をクリック→ 

 「資産額 15,000 円以下の脱退一時金の手続き書類について教えてください」からダウンロード 

②三井住友信託ライフガイドにアクセス→ 

 「お勤め先専用ページ」に企業コードとプラン番号を入力→ 

 「退職時の手続き」ボタンの「60 歳未満の退職」をクリック→ 

 「資産額 15,000 円以下脱退一時金のご案内と必要書類」からダウンロード 

イ．三井住友信託ＤＣコールサービスにＴＥＬし、請求書類を郵送にて入手する 

三井住友信託ＤＣコールサービス（0120-922-401)にお電話いただき、 

ご本人のご自宅宛に郵送にて書類をお送りすることも可能です。 

【上記で②を選択した場合】 

ｂ．エラー（不備）の具体的な対応について 

書類不備・エラーには、以下の２種類があります。 

ア．裁定請求書と印鑑証明書との印影相違等、書類上の不備 

イ．個人別管理資産額が脱退一時金の支給要件を満たさない等の制度内容に関する不備 

事業主は、弊社からお知らせするエラーの内容に従い、裁定請求書再提出、必要書類追加、未記

入項目追記等の対応を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

書類の提出先は下記の２パターンから事業主が選択してください。 

① 三井住友信託ライフガイドを利用し、未移換者が弊社宛に書類を提出する。 

② 事業主経由で弊社宛に書類を提出する。 

☛参考 
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（４）提出期限 

企業型の加入者資格喪失後、速やかに提出してください。加入者資格喪失日の翌月より起算して６ヶ

月目の末日までに不備のない書類を弊社が受付した場合に脱退一時金の支給が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）企業型脱退一時金請求手続きの簡略化について 

①証明書の多様化 

証明書類として、「印鑑証明書」（３ヶ月以内の原本）のほかに、上記「（３）提出書類（「印鑑証明書」の代

替書類）」に記載した書類による手続きも可能です。ただし、証明書類に氏名・住所・生年月日の正しい記

載があり、裁定請求書および登録内容と一致していることを確認してください。 

 

②使用印の多様化 

「裁定請求書（一時金） (ID 32001)」への押印については、実印（印鑑証明書の印）のほかに、認印も可

能としています。ただし、シャチハタ印の使用はできません。 

※「印鑑証明書」を添付する場合であっても、認印による押印も可能です。 

 

③住所変更手続きの簡素化 

「裁定請求書（一時金） (ID 32001)」の「企業/受付金融機関特記欄」に本人または事業主が「住所変更あ

り」と記入することで、ＮＲＫ登録住所の変更手続きの省略を可能としています。 

 

④未成年の場合の親権者による代理請求の省略 

未成年の場合、本来は親権者による代理請求となりますが、企業型の脱退一時金請求に限り、成年者と

同様に、親権者欄の記入・押印および親権者の証明書類の添付を不要としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記①，②の手続きの簡略化を行うことができるのは、企業型からの脱退一時金および障害給付金の請

求に限ります。 

また、③，④の手続きの簡略化を行うことができるのは、企業型からの脱退一時金の請求のみです。 

他の裁定請求手続きにおいて簡略化を行うことはできませんので注意してください。 

 

提出書類に記入もれ・必要書類の添付もれ等の不備があった場合であっても、加入者資格喪失日の翌月

から起算して６ヶ月目の末日までに弊社が不備解決後の書類を受付けしないと脱退一時金の請求ができ

なくなります。余裕をもって、遅くとも資格喪失日の翌月から起算して５ヶ月目末までには提出してくださ

い。 

注意 

注意 
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（６）裁定請求書記入見本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受取人本人の口座（国内口座）を記入してください。海外送金はできません。 

※金融機関名・支店名は最新の名称を確認のうえ記入してください。 

※7 桁未満の時は右づめで記入してください。 

本人確認書類（または印鑑証

明書の代替書類）と同じ住所を

記入してください。 

加入者等本人の実印または認印を押印してください。 

「脱退一時金」にチェックしてください。 

電話番号も記入してください。 

記入内容を訂正する場合は、二重線で抹消し、受取人氏名欄の印で訂正印を押印してください。 

脱退一時金請求でＮＲＫ登録住所の変更がある

場合は、裁定請求書の特記欄に記載することで

登録上の住所を変更することが可能です。 

こ の 欄 の み 事
業主による訂正
が可能です。 

加入者等本人の氏名を

記入してください。 

記入不要です。 

書類の記入日を記入し

てください。 

障害等により本人が記入できない場合は、

代理人が記名・実印押印してください。 

印鑑証明書（または印鑑証
明書の代替書類）と同じ字
体で記入してください。 
例：印鑑証明書…「澤田」 

記入…「澤田」〇 
        …「沢田」× 
カナは送金先の口座名義

と一致しているか確認して

ください。 

※単式帳票（Ｅｘｃｅｌ版）のためお手元に控えが必要な場合は、コピー（またはＰＤＦ保管等） 

を取っていただくようお願いいたします。 

※送金口座の記入誤りにより送金不能になった場合、新たに書面で正当な口座の通知を受けた後、

再送金することになりますので、着金が遅れます。金融機関の合併等により金融機関名・支店名が変

更になっている場合などもありますので、確認のうえ正確に記入してください。 
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（７）書類提出前のチェックポイント 

記載もれ等の不備による手続きの遅れを削減するため、提出前に以下の点について確認してくださ

い。 

No． チェックポイント 

１ 「裁定請求書（一時金） (ID 32001)」と「印鑑証明書」または代替書類が提出されていますか。 

２ 「裁定請求書（一時金）(ID 32001)」には本人の印（実印または認印）が鮮明に押印されていますか。 

３ 「裁定請求書（一時金）(ID 32001)」に訂正箇所がある場合、訂正箇所ごとに本人の印（実印または

認印）で訂正印が押印されていますか。 

４ 「裁定請求書（一時金）(ID 32001)」の裁定事由は「脱退一時金」にチェックがされていますか。 

５ 「裁定請求書（一時金）(ID 32001)」に記入もれ箇所はありませんか。 

６ 「印鑑証明書」または代替書類は有効期限内のものですか。 

７ 代替書類の場合、氏名・住所・生年月日は記載されていますか。 

８ ＮＲＫ登録の氏名・住所の変更がある場合、三井住友信託ＤＣサポーターまたは帳票により変更手

続きを行っていますか。 

（住所変更のみの変更の場合は、「裁定請求書（一時金）(ID 32001)」の「企業/受付金融機関特記

欄」に「住所変更あり」と記入するか、「裁定請求書（脱退一時金）(ID 32001)」の「□住所変更あり」に

チェックすることで変更することもできます。） 

 

（８）給付に係る税金 

①所得区分 

脱退一時金の所得区分は、一時所得です。 

一時所得は総合課税ですので、受給者が確定申告を行う必要があります。 

 

②脱退一時金の収入年度 

脱退一時金支給時に受給者へ送付する「脱退一時金決定通知書」の「支払予定日」欄に記載された日が

一時所得の収入すべき時期となり、その年が収入年度となります。 

 

③脱退一時金の課税所得金額 

脱退一時金の課税所得金額は、脱退一時金の額から５０万円を控除した額です。 

課税所得金額＝脱退一時金額－５０万円 

一時所得に該当する他の所得がある場合は、その一時所得の額を加算します。 

所得税の課税標準計算の段階で上記の金額の１／２が総所得金額に算入されます。 

 

一時所得の課税所得金額は、総収入金額から収入を得るために支出した金額を控除するも

のとされています。個人型の確定拠出年金においては、加入者が掛金を拠出しますが、課税

前の所得からの拠出（掛金額が所得控除の対象）であるため、給付時には控除の対象とはな

りません。 

 

☛ 
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④源泉徴収税額 

脱退一時金は源泉徴収を行いません。他の所得とあわせて受給者が確定申告を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移換先の個人型確定拠出年金から脱退一時金を請求する方法 

支給要件（２０１７年１月１日以降に資格喪失した方の支給要件です。） 

   

・保険料免除者であること 

・通算拠出期間が５年以下、又は個人別管理資産額が２５万円以下であること 

・確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと 

・最後に企業型年金または、個人型年金の資格を喪失した日から２年に以内であること 

・企業型確定拠出年金の脱退一時金を受給していないこと 

 

※手続きについての説明・書類の発送等は、「三井住友信託確定拠出年金コールサービス」で承ります。

請求者本人より「三井住友信託確定拠出年金コールサービス」へ連絡するよう案内してください。  

☛参考 

 

確定申告の要否は、他の所得の種類および金額、一時所得の課税所得金額等によっても異なりますの

で、詳しくはお近くの税務署に相談するよう請求者本人へ説明してください。 

注意 


